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 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メール及びＦＡＸでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 基本報酬

① １ (２ )④総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し

② １ (４ )③訪問看護等における タ ーミ ナルケア加算の見直し

③ １ (５ )④業務継続計画未策定事業所に対する 減算の導入

④ １ (６ )①高齢者虐待防止の推進

⑤ １ (６ )②身体的拘束等の適正化の推進

⑥ １ (７ )①訪問系サービス における 認知症専門ケア加算の見直し

⑦ ２ (１ )⑮訪問系サービス 及び短期入所系サービス における 口腔管理に係る 連携の強化

⑧ ３ (１ )①介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベース アッ

プ等支援加算の一本化

⑨ ３ (２ )①テレ ワ ーク の取扱い

⑩ ３ (３ )③訪問看護等における 24時間対応体制の充実

⑪ ３ (３ )⑤退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

⑫ ３ (３ )⑪随時対応サービス の集約化でき る 範囲の見直し

⑬ ４ (２ )②定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

⑭ ５ ②特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する 者へ

のサービス 提供加算の対象地域の明確化

⑮ ５ ③特別地域加算の対象地域の見直し

１ ． (６ )定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

改定事項
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定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数は１ 月あたり （ 夜間訪問型の定期巡回サービ ス 費及び随時訪問サービ ス 費を除く ）

＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

一体型事業所
（ 訪問看護なし ）

一体型事業所
（ 訪問看護あり ）

要介護１ 5,697単位 5,446単位 要介護１ 8,312単位 7,946単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位 要介護２ 12,985単位 12,413単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位 要介護３ 19,821単位 18,948単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位 要介護４ 24,434単位 23,358単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位 要介護５ 29,601単位 28,298単位

連携型事業所
（ 訪問看護なし ）

要介護１ 5,697単位 5,446単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位

夜間訪問型（ 新設）

基本夜間訪問型サービ ス 費 989単位

定期巡回サービ ス 費 372単位

随時訪問サービ ス 費（ Ⅰ） 567単位

随時訪問サービ ス 費（ Ⅱ） 764単位

※定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護について
は、 処遇改善加算について、 今回の改定で高い
加算率と し ており 、 賃金体系等の整備、 一定の
月額賃金配分等によ り 、 ま ずは14.5% から 、 経
験技能のある 職員等の配置によ る 最大24.5％ま
で、 取得でき る よ う に設定し ている 。
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護★、 看護小規模多機能型居宅介護】

１ .（ ２ ） ④ 総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し ①

概要

○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び（ 看護） 小規模多機能型居宅介護が、 地域包括ケアシス テム の担い手と
し て、 よ り 地域に開かれた拠点と なり 、 認知症対応を含む様々な機能を発揮する こ と によ り 、 地域の多様な主体と
と も に利用者を支える 仕組みづく り を促進する 観点から 、 総合マネジメ ン ト 体制強化加算について、 地域包括ケア
の推進と 地域共生社会の実現に資する 取組を 評価する 新たな区分を設ける 。 なお、 現行の加算区分については、 新
たな加算区分の取組を 促進する 観点から 評価の見直し を 行う 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

総合マネジメ ント 体制強化加算 1,000単位/月 総合マネジメ ント 体制強化加算（ Ⅰ） 1,200単位/月（ 新設）

総合マネジメ ント 体制強化加算（ Ⅱ） 800単位/月（ 変更）
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護★、 看護小規模多機能型居宅介護】

１ .（ ２ ） ④ 総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し ②

算定要件等

算定要件（ (４ )～(10)は新設）

加算（ Ⅰ） ： 1200単位
（ 新設）

加算（ Ⅱ） ： 800単位
(現行の1,000単位から 見直し ）

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・ 随
時対応型訪問

介護看護

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・ 随
時対応型訪問

介護看護

（ １ ） 個別サービ ス 計画について、 利用者の心身の状況や家族を 取り 巻く 環境の変化を 踏
ま え、 介護職員（ 計画作成責任者） や看護職員等の多職種協働によ り 、 随時適切に見
直し を 行っ ている こ と

○ ○ ○ ○ ○ ○

（ ２ ） 利用者の地域における 多様な活動が確保さ れる よ う に、 日常的に地域住民等と の交
流を 図り 、 利用者の状態に応じ て、 地域の行事や活動等に積極的に参加し ている こ と

○ ○ ○ ○

（ ３ ） 地域の病院、 診療所、 介護老人保健施設等に対し 、 事業所が提供する こ と のでき る
サービ ス の具体的な内容に関する 情報提供を 行っ ている こ と

○ ○ ○ ○

（ ４ ） 日常的に利用者と 関わり のあ る 地域住民等の相談に対応する 体制を 確保し ている
こ と

○ ○ ○

（ ５ ） 必要に応じ て、 多様な主体が提供する 生活支援のサービ ス （ イ ンフ ォ ーマルサービ
ス を 含む） が包括的に提供さ れる よ う な居宅サービ ス 計画を 作成し ている こ と

○ ○

（ ６ ） 地域住民等と の連携によ り 、 地域資源を 効果的に活用し 、 利用者の状態に応じ た支
援を 行っ ている こ と

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

○

（ ７ ） 障害福祉サービ ス 事業所、 児童福祉施設等と 協働し 、 地域において世代間の交流の
場の拠点と なっ ている こ と （ ※）

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

（ ８ ） 地域住民等、 他事業所等と 共同で事例検討会、 研修会等を 実施し ている こ と

（ ９ ） 市町村が実施する 通いの場や在宅医療・ 介護連携推進事業等の地域支援事業等に参
加し ている こ と

（ 10） 地域住民及び利用者の住ま いに関する 相談に応じ 、 必要な支援を 行っ ている こ と

（ ※） 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護については、 「 障害福祉サービ ス 事業所、 児童福祉施設等と 協働し 、 地域において世代間の交流を行っている こ と 。 」 が要件

144



１ .（ ４ ） ③ 訪問看護等における タ ーミ ナルケア加算の見直し

概要

○ タ ーミ ナルケア加算について、 介護保険の訪問看護等における タ ーミ ナルケアの内容が医療保険における タ ーミ
ナルケアと 同様である こ と を踏ま え、 評価の見直し を行う 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
タ ーミ ナルケア加算 2,000単位/死亡月 タ ーミ ナルケア加算 2,500単位/死亡月（ 変更）

【 訪問看護、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 変更なし
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１ .（ ５ ） ④ 業務継続計画未策定事業所に対する 減算の導入

概要

○ 感染症や災害が発生し た場合であっても 、 必要な介護サービ ス を継続的に提供でき る 体制を 構築する ため、 業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める 観点から 、 感染症若し く は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、 基本報酬を 減算する 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・ 居住系サービ ス 所定単位数の100分の3に相当する 単位数を 減算（ 新設）
その他のサービ ス 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を 減算（ 新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合し ていない場合（ 新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、 利用者に対する サービ ス の提供を継続的に実施する ための、 及び非常時

の体制で早期の業務再開を図る ための計画（ 業務継続計画） を 策定する こ と
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる こ と

※ 令和７ 年３ 月31日ま での間、 感染症の予防及びま ん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する 具体的計画の策定を行っ
ている 場合には、 減算を適用し ない。 訪問系サービ ス 、 福祉用具貸与、 居宅介護支援については、 令和７ 年３ 月31日ま での間、
減算を 適用し ない。

○ １ 年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定さ れる よ う 、 事業所間の連携によ り 計画策定を 行っ て差し
支えない旨を 周知する こ と も 含め、 小規模事業所の計画策定支援に引き 続き 取り 組むほか、 介護サービ ス 情報公表
シス テム に登録すべき 事項に業務継続計画に関する 取組状況を追加する 等、 事業所への働き かけを 強化する 。 ま た、
県別の計画策定状況を 公表し 、 指定権者によ る 取組を促すと と も に、 業務継続計画を 策定済みの施設・ 事業所につ
いても 、 地域の特性に合わせた実効的な内容と なる よ う 、 指定権者によ る 継続的な指導を 求める 。

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を 除く ） 】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービ ス に身体拘束廃止未実施減算を 導入し た際は、 ５ 単位/日減算であっ たが、
各サービ ス 毎に基本サービ ス 費や算定方式が異なる こ と を 踏ま え、 定率で設定。 なお、 その他サービ ス は、 所
定単位数から 平均し て７ 単位程度/（ 日・ 回） の減算と なる 。
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概要

○ 利用者の人権の擁護、 虐待の防止等を よ り 推進する 観点から 、 全ての介護サービ ス 事業者（ 居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を 除く 。 ） について、 虐待の発生又はその再発を 防止する ための措置（ 虐待の発生又はその再
発を防止する ための委員会の開催、 指針の整備、 研修の実施、 担当者を定める こ と ） が講じ ら れていない場合に、
基本報酬を減算する 。 その際、 福祉用具貸与については、 そのサービ ス 提供の態様が他サービ ス と 異なる こ と 等を
踏ま え、 ３ 年間の経過措置期間を設ける こ と と する 。 【 告示改正】

〇 施設における ス ト レ ス 対策を 含む高齢者虐待防止に向けた取組例を 収集し 、 周知を図る ほか、 国の補助によ り 都
道府県が実施し ている 事業において、 ハラ ス メ ン ト 等のス ト レ ス 対策に関する 研修を実施でき る こ と や、 同事業に
よ る 相談窓口について、 高齢者本人と その家族だけでなく 介護職員等も 利用でき る こ と を明確化する など 、 高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を 図る 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を減算（ 新設）

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を 除く ） 】

１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等

○ 虐待の発生又はその再発を防止する ための以下の措置が講じ ら れていない場合（ 新設）
・ 虐待の防止のための対策を 検討する 委員会（ テレ ビ 電話装置等の活用可能） を 定期的に開催する と と も に、 そ

の結果について、 従業者に周知徹底を図る こ と 。
・ 虐待の防止のための指針を 整備する こ と 。
・ 従業者に対し 、 虐待の防止のための研修を定期的に実施する こ と 。
・ 上記措置を適切に実施する ための担当者を置く こ と 。

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービス に身体拘束廃止未実施減算を導入し た際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ ス 毎
に基本サービス 費や算定方式が異なる こ と を 踏ま え、 定率で設定。 なお、 所定単位数から 平均し て７ 単位程度/（ 日・ 回） の
減算と なる 。
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１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等

○ 全ての施設・ 事業所で虐待防止措置が適切に行われる よ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における 取組事例を
周知する ほか、 介護サービ ス 情報公表シス テム に登録すべき 事項に虐待防止に関する 取組状況を追加する 。 ま た、
指定権者に対し て、 集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し 、 未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する 集中的な指導を 行う など 、 高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求める と と も に、 都道府県別の体
制整備の状況を周知し 、 更なる 取組を促す。
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概要

○ 身体的拘束等の更なる 適正化を図る 観点から 、 以下の見直し を 行う 。

ア 短期入所系サービ ス 及び多機能系サービ ス について、 身体的拘束等の適正化のための措置（ 委員会の開催等、
指針の整備、 研修の定期的な実施） を 義務付ける 。 【 省令改正】 ま た、 身体的拘束等の適正化のための措置が講
じ ら れていない場合は、 基本報酬を減算する 。 その際、 １ 年間の経過措置期間を 設ける こ と と する 。 【 告示改正】

イ 訪問系サービ ス 、 通所系サービ ス 、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、 利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き 、 身体的拘束等を行っ てはなら ないこ と
と し 、 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理
由を 記録する こ と を 義務付ける 。 【 省令改正】

【 ア： 短期入所系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★、 イ ： 訪問系サービ ス ★、 通所系サービ ス ★、 福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、 居宅介護支援★】

１ ． （ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービ ス 及び多機能系サービ ス の運営基準に以下の措置を講じ なければなら ない旨を 規定する 。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を 検討する 委員会を ３ 月に１ 回以上開催する と と も に、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を 図る こ と 。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を 整備する こ と 。
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する こ と 。

○ 訪問系サービ ス 、 通所系サービ ス 、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する 。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き 、 身体的拘束等を 行っ て

はなら ないこ と 。
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理由

を 記録し なければなら ないこ と 。
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１ .（ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を減算（ 新設）

単位数

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を 図る ため、 以下の措置が講じ ら れていない場合
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理由

を 記録する こ と
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を 検討する 委員会を ３ 月に１ 回以上開催する と と も に、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を 図る こ と
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を 整備する こ と
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する こ と

〇 全ての施設・ 事業所で身体的拘束等の適正化が行われる よ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における 取組事例
を周知する ほか、 介護サービ ス 情報公表シス テムに登録すべき 事項に身体的拘束等の適正化に関する 取組状況を 追
加する 。 ま た、 指定権者に対し て、 集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し 、 未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する 集中的な指導を 行う など 、 身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を 求
める 。

【 短期入所系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービス に身体拘束廃止未実施減算を導入し た際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ
ス 毎に基本サービス 費や算定方式が異なる こ と を踏ま え、 定率で設定。 なお、 短期入所系・ 多機能系サービス は所定単位
数から 平均し て９ 単位程度/日の減算と なる 。
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【 訪問介護、 訪問入浴介護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護】

１ .（ ７ ） ① 訪問系サービス における 認知症専門ケア加算の見直し

概要

○ 訪問系サービ ス における 認知症専門ケア加算について、 認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に
対し て適切に認知症の専門的ケアを 行う こ と を評価する 観点から 、 利用者の受入れに関する 要件を 見直す。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
認知症専門ケア加算（ Ⅰ） ３ 単位/日※ 変更なし
認知症専門ケア加算（ Ⅱ） ４ 単位/日※ 変更なし

※ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護（ Ⅱ） については、 認知症専門ケア加算（ Ⅰ） 90単位/月、 認知症専門ケア加算（ Ⅱ） 120単位/月

算定要件等

＜認知症専門ケア加算（ Ⅰ） ＞
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２ 分の１ 以上
イ 認知症介護実践リ ーダー研修等修了者を 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は１ 以上、

20人以上の場合は１ に、 当該対象者の数が19を超えて10又は端数を 増すごと に１ を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対し て、 専門的な認知症ケアを実施し た場合
エ 当該事業所の従業者に対し て、 認知症ケアに関する 留意事項の伝達又は技術的指導に係る 会議を定期的に開催

＜認知症専門ケア加算（ Ⅱ） ＞
ア 認知症専門ケア加算（ Ⅰ） のイ ・ エの要件を満たすこ と
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対し て、 専門的な認知症ケアを実施し た場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を １ 名以上配置し 、 事業所全体の認知症ケアの指導等を 実施
オ 介護職員、 看護職員ごと の認知症ケアに関する 研修計画を作成し 、 研修を 実施又は実施を 予定
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＋

○ 事業所の従業者が、 口腔の健康状態の評価を実施し た場合において、 利用者の同意を得て、 歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し 、 当該評価の結果を 情報提供し た場合に、 １ 月に１ 回に限り 所定単位数を 加算する 。 （ 新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行う に当たって、 診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 当該従業者から の相談等に対
応する体制を確保し 、 その旨を文書等で取り 決めているこ と 。

必要に応じ
て相談

２ .（ １ ） ⑮ 訪問系サービス 及び短期入所系サービス における 口腔管理に係る 連携の強化

概要

○ 訪問介護、 訪問看護、 訪問リ ハビ リ テーショ ン、 短期入所生活介護、 短期入所療養介護及び定期巡回・ 随時対応
型訪問介護看護において、 職員によ る 利用者の口腔の状態の確認によ って、 歯科専門職によ る 適切な口腔管理の実
施につなげる 観点から 、 事業所と 歯科専門職の連携の下、 介護職員等によ る 口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を 評価する 新たな加算を設ける 。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 口腔連携強化加算 50単位/回（ 新設）

※１ 月に１ 回に限り 算定可能

【 訪問介護、 訪問看護★、 訪問リ ハビ リ テーショ ン★、 短期入所生活介護★、 短期入所療養介護★、 定期巡回・ 随
時対応型訪問介護看護】

算定要件等

看護師、 リ ハビ リ テーショ ン専門職、 介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス 、 短期入所系サービス 事業者

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関
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３ .（ １ ） ① 介護職員の処遇改善①

概要

○ 介護現場で働く 方々にと って、 令和６ 年度に2.5％、 令和７ 年度に2.0％のベース アッ プへと 確実につながる よ う

加算率の引上げを 行う 。

○ 介護職員等の確保に向けて、 介護職員の処遇改善のための措置ができ る だけ多く の事業所に活用さ れる よ う 推進

する 観点から 、 介護職員処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加算、 介護職員等ベース アッ プ等支援加算につい

て、 現行の各加算・ 各区分の要件及び加算率を 組み合わせた４ 段階の「 介護職員等処遇改善加算」 に一本化を行う 。

※ 一本化後の加算については、 事業所内での柔軟な職種間配分を認める 。 ま た、 人材確保に向けてよ り 効果的な

要件と する 等の観点から 、 月額賃金の改善に関する 要件及び職場環境等要件を見直す。 【 告示改正】

【 訪問介護、 訪問入浴介護★、 通所介護、 地域密着型通所介護、 療養通所介護、 認知症対応型通所介護★、 通所リ ハビリ テーショ
ン★、 短期入所生活介護★、 短期入所療養介護★、 特定施設入居者生活介護★、 地域密着型特定施設入居者生活介護、 定期巡
回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 小規模多機能型居宅介護★、 認知症対応型共同生活介護★、 看護小規模多
機能型居宅介護、 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 介護老人保健施設、 介護医療院】

単位数

サービ ス 区分
介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

訪問介護・ 夜間対応型訪問介護・ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%

訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%

通所介護・ 地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%

通所リ ハビ リ テーショ ン★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%

特定施設入居者生活介護★・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%

認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%

小規模多機能型居宅介護★・ 看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%

認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%

介護老人福祉施設・ 地域密着型介護老人福祉施設・ 短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%

介護老人保健施設・ 短期入所療養介護 （ 介護老人保健施設） ★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%

介護医療院・ 短期入所療養介護 （ 介護医療院） ★・ 短期入所療養介護（ 病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を 除く 加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を 乗じ る 。 加算率はサービ ス 毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき 設定。

（ 注） 令和６ 年度末ま での経過措置期間を 設け、 経過措置期間中は、 現行の３ 加算の取得状況に基づく 加算率を 維持し た上で、 今般の改
定によ る 加算率の引上げを 受ける こ と ができ る よ う にする こ と など の激変緩和措置を 講じ る 。
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３ .（ １ ） ① 介護職員の処遇改善②

算定要件等

○ 一本化後の新加算全体について、 職種に着目し た配分ルールは設けず、 事業所内で柔軟な配分を 認める 。

○ 新加算のいずれの区分を 取得し ている 事業所においても 、 新加算Ⅳの加算額の１ /２ 以上を 月額賃金の改善に充て

る こ と を 要件と する 。
※ それま でベース アッ プ等支援加算を 取得し ていない事業所が、 一本化後の新加算を 新たに取得する 場合には、 収入と し て新たに増

加する ベース アッ プ等支援加算相当分の加算額については、 その２ /３ 以上を 月額賃金の改善と し て新たに配分する こ と を 求める 。

※︓加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
（
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
）

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ〜Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）
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３ .（ ２ ） ① テレ ワ ーク の取扱い

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を 求めている 職種のテレ ワ ーク に関し て、 個人情報を 適切に管理
し ている こ と 、 利用者の処遇に支障が生じ ないこ と 等を 前提に、 取扱いの明確化を行い、 職種や業務ごと に具体的
な考え方を示す。 【 通知改正】

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★を 除く 。 ） 】
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３ .（ ３ ） ③ 訪問看護等における 24時間対応体制の充実

概要

○ 緊急時訪問看護加算について、 訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する 観点から 、 夜間対応する 看護師
等の勤務環境に配慮し た場合を 評価する 新たな区分を設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
緊急時訪問看護加算
指定訪問看護ス テーショ ン の場合 574単位/月
病院又は診療所の場合 315単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 315単位/月

【 訪問看護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

算定要件等

＜緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
○ 次に掲げる 基準のいずれにも 適合する こ と 。
（ １ ） 利用者又はその家族等から 電話等によ り 看護に関する 意見を求めら れた場合に常時対応でき る 体制にある こ と 。
（ ２ ） 緊急時訪問における 看護業務の負担の軽減に資する 十分な業務管理等の体制の整備が行われている こ と 。

＜緊急時訪問看護加算（ Ⅱ） ＞
○ 緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） の（ １ ） に該当する も のである こ と 。

緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） （ 新設）
指定訪問看護ス テーショ ンの場合 600単位/月
病院又は診療所の場合 325単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 325単位/月

緊急時訪問看護加算（ Ⅱ）
指定訪問看護ス テーショ ンの場合 574単位/月
病院又は診療所の場合 315単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 315単位/月
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３ .（ ３ ） ⑤ 退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

概要

○ 退院時共同指導加算について、 指導内容を 文書以外の方法で提供する こ と を 可能と する 。 【 告示改正】

【 訪問看護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

算定要件等

＜現行＞
病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療 院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所する に当たり 、
指定訪問看護ステーショ ンの看護師等（ 准看護師を除
く 。 ） が、 退院時共同指導（ 当該者又はその看護に当
たっている 者に対し て、 病院、 診療所、 介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と 共
同し 、 在宅での療養上必要な指導を行い、 その内容を
文書によ り 提供する こ と をいう 。 ） を行った後に、 当
該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、 退院時共同指導加算と し て、
当該退院又は退所につき １ 回（ 特別な管理を必要と す
る 利用者については、 ２ 回） に限り 、 所定単位数を加
算する 。

ただし 、 初回加算を算定する 場合には、 退院時共同
指導加算は算定し ない。

＜改定後＞
病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所する に当たり 、
指定訪問看護ステーショ ンの看護師等（ 准看護師を除
く 。 ） が、 退院時共同指導（ 当該者又はその看護に当
たっている 者に対し て、 病院、 診療所、 介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と 共
同し 、 在宅での療養上必要な指導を行い、 その内容を
提供する こ と をいう 。 ） を行った後に、 当該者の退院
又は退所後に当該者に対する 初回の指定訪問看護を
行った場合に、 退院時共同指導加算と し て、 当該退院
又は退所につき １ 回（ 特別な管理を必要と する 利用者
については、 ２ 回） に限り 、 所定単位数を加算する。

ただし 、 初回加算を算定する 場合には、 退院時 共
同指導加算は算定し ない。
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